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産業廃棄物処理業者の許可の取消しについて 
 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」とい

う。）第１４条の３の２第１項の規定に基づき、株式会社北陽の産業廃棄物収集運搬

業の許可を取り消しました。 

  

１ 処分対象者 
 名   称：株式会社北陽 

 代 表 者：代表取締役 小田切 健治 

 所 在 地：埼玉県上尾市柏座四丁目４番１９号  

  許可の内容：産業廃棄物収集運搬業（積替え保管を含む。） 

  許 可 番 号：０１１１０１５４７３９  

 

２ 処分内容 
  法第１４条の３の２第１項第４号の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業（積替え 

保管を含む。）の許可取消処分 

  

３ 処分年月日 
  令和７年２月２２日 

 

４ 処分理由 

 株式会社北陽は、令和６年１０月１８日にさいたま地方裁判所から破産手続開始

の決定を受けた。 

 このことは、法第１４条の３の２第１項第４号に該当する。 
 

令和７年２月２５日 
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